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一方的措置

１．ルールの外観

（１）ルールの背景

①定義

本章で定義する一方的措置とは、 協定等国際ル

ールに基づく紛争解決手続によらず、自国のみの判断

で、制裁措置（ ）として関税引

上げ等の貿易措置を発動することをいう。

②一方的措置を巡る歴史

これまで、一方的措置として問題になってきたもの

の多くは、米国の措置である。 やカナダも何らかの

形でこれに類似した手続を有しているが、それらは米

国の一方的措置への対抗的措置として導入されたもの

であり、限定されたケースについてのみ発動するよう

手続が整備されているとともに、運用面においても、

慎重に実施されている。米国の戦後の通商政策を見て

みると、 年の通商法の成立を分岐点に、 つの時

期に大別される。

年代以前は、 年通商拡大法による大統領

への大幅な通商権限委譲により、ケネディ政権下で大

幅な関税引き下げによる貿易自由化が推進される一方

で、エスケープ・クローズ（セーフガード措置規定）

の適用の厳格化等、貿易自由化の原則を貫き、貿易自

由化によって生じた被害に対する救済措置をあくまで

も例外的なものとする試みが推進された。但し、国務

省の主導では国内の各利益集団の利害が交渉に反映さ

れないとの不満により、合衆国通商代表（ ：

）の前身である通商交渉

特別代表（ ）の新設等、 年通商法成立の下地

となる傾向も、徐々に芽生えつつあったと言える。

年代に入って、米国の貿易収支は悪化の一途を

辿り、 年には 世紀に入って初めての貿易赤字

となった上、石油危機による追い打ちもあり、企業や

労働組合は議会に対して貿易救済措置の発動要件の緩

和を求めるなど、保護主義的な圧力を強めていった。

このような経済情勢を背景に、エスケープ・クローズ

の発動要件を緩和すると同時に、外国の不公正貿易政

策について制裁措置権限を大統領に与える 条他の

項目が盛り込まれた、 年通商法が成立したのであ

る。

更に、 年代後半には、レーガン政権下で米国が

巨額な貿易赤字を抱えたことから、ゲッパート修正条

項（ ）に象徴される貿易赤字相手

国に対する議会の不満が募った結果、 年包括通商

競争力法が成立した。本法は、米国が不公正と判断す

る外国政府の行為・政策・慣行に対する制裁措置の発

動について、大統領の裁量権を狭め、 に権限を大

幅に委譲すること、また、いわゆるスーパー 条を

新設（ 年に失効）して、外国の不公正措置に対し

て調査から制裁発動までの手続を自動化することを規

定しており、米国が一方的措置をとりやすくした。

上述のように、米国は、 年包括通商競争力法に

よって改正された 年通商法 条に典型的に見

られるいわゆる一方的措置を、他国との通商交渉を有

利に進めるための威嚇手段として利用してきた。すな

わち、他国の貿易政策・措置について、 協定等の

国際的に認知された手続によることなく、自国の基準・

判断に基づいて「（ 協定等）国際的なルール違反

である」又は「不公正な措置である」などと一方的に

判定し、これに対抗する手段として制裁措置
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争においては、他の分野（サービス、 等）の協定

上の譲許又は義務の停止を内容とする対抗措置の発動

が認められず、逆に他の分野の協定に係る紛争におい

ても、政府調達協定上の譲許又は義務の停止を内容と

する対抗措置の発動は認められない）が挙げられる。

⑦地方政府機関・政府関係機関に対する協定上の義

務の軽減

協定の対象となる地方政府機関・政府関係機関の負

担を軽減するため、これらの機関については、簡素化

された入札参加招請手続を利用することができるほか、

統計報告義務が中央政府機関に比べ軽減されている。

⑧将来の作業

改正協定の発効後、協定の更なる改善や差別的な措

置の削減・撤廃を目的として、更なる交渉を行うこと

が約束された。その一環として、中小企業、統計デー

タ、持続的な調達、協定加盟国の付表における除外及

び制限、国際調達における安全基準の つの分野に関

して、具体的な将来の作業計画が策定された。

（４）我が国における政府調達協定に

関する対応

我が国における政府調達に関する一般法規として

は、中央政府機関については、「会計法」、「予算決

算及び会計令」、「予算決算及び会計令臨時特例」等

がある。これらの法規は、公平性・機会の均等性・経

済性という理念を有しており、内外無差別性・透明性

といった基本的な考え方を政府調達協定と共有してい

る。政府調達協定の対象となる調達手続について、同

協定との整合性を確保するため、国内法令として「国

の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」

及び「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める省令」を定めている。また、地方政府機関及び政

府関係機関については、それぞれ地方自治法に基づく

特例政令等及び政府関係機関ごとに政府調達協定と適

合した内規等を設け、国内の調達手続と政府調達協定

との整合性を担保している。

これらに加え、例えば、政府調達協定上 日以上と

されている入札期間を 日以上とするなど、同協定

上の手続を上回る日本政府としての自主的措置を策定

している。

２．最近の動向

現在（ 年 月末現在）、政府調達協定には の

国・地域が参加する。今後は、新規加盟に向けた交渉

の促進が焦点となる。現在、加盟交渉中の国は、アル

バニア、豪州（ 年 月 政府調達委員会で加

盟採択）、中国、グルジア、ヨルダン、キルギス、オ

マーン、ロシア、タジキスタン、マケドニア、英国（

年 月末、 年 月 日の 離脱を想定した単独

加盟を委員会にて採択）の カ国である。特に中国に

ついては、その政府調達市場規模も大きく、また他の

未加盟国の加盟促進への影響も大きいと考えられ、高

い約束水準での早期の加盟が望まれる。
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ったといえる。

② 協定対象分野の拡大

の範疇に入る問題に関して、 の手続を経ず

に、一方的な関税引上げ、数量制限等の制裁措置が発

動されれば、経緯の如何を問わず当該措置自体が

第 条（最恵国待遇）、第 条（譲許税率）、第 条

（数量制限の一般的禁止）、第 条（数量制限の無差

別適用）等に違反する。また、関税引上げ等の発動を

前提とした威嚇により現実に生じる貿易歪曲効果が、

上の利益の無効化・侵害となる場合もある。特に、

協定の発効に伴い、旧 に比べて 協定のカ

バーする範囲は、モノの貿易のみならずサービス、知

的財産権の分野等にも拡大され、広範な分野において

一方的措置の発動が禁止されることとなった。米国は、

通商法 条の対象をモノの分野のみならずサービス

分野における市場開放や知的財産権の分野にも拡げた

が、 体制の下では、 協定や 違反等にあ

たる行為について、米国が の紛争解決手続を経る

ことなく一方的に措置を採ることは許されない。

以上の①、②を踏まえ、一方的措置の発動類型につ

いて、措置発動の原因とされた紛争内容（発動国は、

相手国による 協定違反や 協定上の自国利益の

侵害を問題としているか、 協定でカバーされてい

ない分野での利益の無効化・侵害、例えば、人権侵害

などを問題としているか）と、発動される一方的措置

の内容（ 協定に違反する措置か、 協定には違反

しない措置、例えば、譲許税率の範囲内での関税引上

げによるか）の組合せによって場合分けし、それぞれ

の場合と関連のある規律について整理すると図表Ⅱ‐

のとおりとなる。

図中 及び の領域については、相手国による

協定違反、 協定上の自国利益の侵害を問題と

する以上、 第 条により、必ず の紛争解決手

続を利用する必要があり、一方的措置の利用は、 第

条違反となる。更に、 については、措置の内容

の協定違反も当然問題となる。また、 については、

当該措置自体が 協定違反となる。つまり、（ ）以

外の領域については、常に 第 条違反又は一方

的措置自体の 協定違反が問われることになる。

なお、（ ）の領域のケースは、 第 条違反又

は一方的措置自体の 協定違反を問われないが（な

お、その場合でも、措置が相手国の 協定上の利益

を侵害するようなことがあれば、非違反申立てによっ

て訴えられる可能性はあり得る）、 協定の対象分

野の拡大により、紛争内容の側面でも、また措置内容

の側面でも、 の領域自体が大幅に狭まったと言える。

なお、一方的措置の発動国が、実際は相手国の 協

定に関する措置に対するものであるにもかかわらず

（実際は（ ）又は（ ）の領域のケース）、名目上「相

手国の 協定違反」を発動の理由とせず脱法的に一

方的措置を発動することも想定できる。このような論

法を認めれば、発動国は「相手国の 協定上の問題

を争っていない」と主張することにより、常に 第

条違反を免れるという不合理な事態を招来するた

め、係争事案が 協定上の問題か否かは、紛争処理

手続に関するルールに照らして客観的に判断されるべ

きである。

＜図表 ＞

＜一方的措置の内容＞

協定違反 協定違反なし

＜紛争の

内容＞

協定に関係

するもの

第 条違反 措置自体が違反 第 条違反

上記以外
措置自体が違反

（４）最近の動向と問題点

トランプ政権発足後の米国の政策には、いわば一方

的措置の利用への回帰ともいえる手法が散見される。

代表的には、通商法 条措置、及び、通商拡大法

条調査・措置である（詳細はいずれも第Ⅰ部第 章「一

第 部 協定と主要ケース

（ ）をとり、また、制裁措置の

発動という威嚇を背景として他国の政策・措置の変更

を迫ってきたのである。

（２）経済的視点、及び一方的措置に

対する規律の意義

①一方的措置の弊害

かかる一方的な制裁措置の発動は、関税引上げ等の

措置それ自体が貿易を歪曲するだけでなく、相手国に

よる逆制裁を招く可能性が高く、制裁関税の競争的な

引上げといった事態につながるおそれが極めて高い。

また、一方的措置は、国内産業保護、輸出者利益と

いった国内の利害関係に基づいてとられる場合が多く、

一度手続が開始されると、国内的理由からその中止や

撤回には困難が伴う場合が多い。

さらに、一方的措置の脅迫を背景とする交渉により

成立した二国間の合意は、その内容が最恵国待遇の原

則から逸脱し、 の目指す高効率・低コストの自由

貿易体制の発展を阻害する要因となりうる。

このように、一方的措置は、発動国・対象国双方の

貿易を縮小させ、両国内の福利厚生に悪影響を与える

など、双方の経済的利益を損ない、ひいては世界貿易

の発展を阻害するものとなりかねない。

②一方的措置は正当化されない

一方的措置も場合により正当化され得ると主張さ

れることがある。このような論者が挙げる理由は、（ ）

協定等の国際規範が実体法的にも手続法的にも不

完全な場合、これらの規範に対する反抗・不遵守

（ ）が正当化されるという主張と、（ ）

信頼性のある制裁措置の存在が結果として自由貿易体

制を維持するための担保機能を果たしているので、こ

の措置は戦略的にも正当化されるという主張に帰着す

ることが多い。

しかしながら、本報告書はこのような考えにはくみ

しない。「正当化される反抗（ ）」の考

え方については、まず（ ）で詳述するように、 協

定の発効によって協定対象分野が拡大するとともに紛

争解決手続が強化された結果、理論的根拠を失った。

更に、そもそもそのような考え方は、制裁措置の応酬

による一方的措置の悪循環を招来する危険があり、大

国の恣意を許すことになるといった問題がある。また、

「戦略的正当化」の考え方についても、紛争解決手続

の整備によって、 によって制御された制裁措置が

現在では存在している以上、もはやその根拠を失った。

更に、一方的措置は、当該措置を発動する国が原告

と判事の二役を演じて「一方的」な判断によって発動

されるため、当該判断において、発動国のみの利益と

いう観点から恣意的に解釈、判断される可能性が高く、

中立性、公平性が確保されているという保証は全くな

い。多角的貿易体制は、それを規律する 協定をは

じめとする国際ルールを各国が遵守することによって

成り立っており、そこで生じた紛争は、一方的措置を

用いてではなく、国際ルールに基づく紛争解決手続に

よって解決されるべきであろう。

（３）法的規律の概要

このような一方的措置は、第一に、多角的貿易体制

を基本とする の理念と基本的に相容れない。

協定で以下のような規律がなされ、 協定のカバー

する範囲内での一方的措置は禁止された。

① 紛争解決手続に準拠すべきこと

協定上の利益が害されたか否かの判断は、 の

紛争解決手続でなければ行えないことが明記され、そ

れによらない一方的措置の禁止が明文化された（

第 条）。したがって、こうした手続に反する一方的

措置の実施は、理由の如何を問わず 協定違反とな

る。すなわち、（ ）他国の 協定違反の措置の有無

及び自国の 協定上の利益の侵害の有無、（ ）相手

国が 協定違反の措置を整合化するために要する合

理的期間、（ ）相手国が措置の整合化を行わない場合

に発動する制裁措置の程度のそれぞれに関し、各加盟

国が一方的に判断してはならないことが規定された

（ 第 条）。

従来の においても、 上の紛争の解決につ

いては、 の紛争解決手続によるべきこと自体は当

然の前提であったが、 設立にあたりこの点が協定

に明示されたことは大きな前進である。米国は、一方

的制裁措置をとらざるを得ない理由として、歴史的に、

紛争解決手続が効果的に働かないことを挙げて

いたが、 協定においては、「紛争解決手続に関す

る規則及び手続に関する了解（ ）」等によって期間

制限や手続の自動性が規定され、迅速な解決が保証さ

れた。その結果、紛争解決手続の非効率を理由として、

そこから逸脱することを正当化することはできなくな
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ったといえる。
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野の拡大により、紛争内容の側面でも、また措置内容

の側面でも、 の領域自体が大幅に狭まったと言える。

なお、一方的措置の発動国が、実際は相手国の 協
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方的措置を発動することも想定できる。このような論

法を認めれば、発動国は「相手国の 協定上の問題

を争っていない」と主張することにより、常に 第
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第 部 協定と主要ケース

（ ）をとり、また、制裁措置の
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また、一方的措置は、国内産業保護、輸出者利益と

いった国内の利害関係に基づいてとられる場合が多く、

一度手続が開始されると、国内的理由からその中止や

撤回には困難が伴う場合が多い。

さらに、一方的措置の脅迫を背景とする交渉により

成立した二国間の合意は、その内容が最恵国待遇の原

則から逸脱し、 の目指す高効率・低コストの自由
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第１５章 一方的措置

ける国際世論が本件の解決に果たした役割は大きい

（日米自動車協議の発端となった米国による日本企業

への外国製品購入要請については、「資料◆「外国政

府が日本企業に対して直接外国製品の購入を要請する

ことについて」（ 年版不公正貿易報告書 付論Ⅲ）」

を参照）。

（２）日米フィルム問題（ ）

本件は、米国政府が、我が国に対し 条の下での

二国間交渉を求めたところ、我が国が米国通商法

条の下での二国間交渉に応じないという立場を堅持し

た結果、 紛争解決手続に委ねられることとなった

事例である。米国は、 では、消費者用写真フィル

ム及び印画紙に関する日本政府の行為につき、 第

条 項（ ）の非違反申立て（措置それ自体が 協

定に違反するかどうかは別として、その措置が他国の

協定上の利益を無効化・侵害しているとの主張）を中

心に申立てを行ったが、パネルは米国の主張をすべて

退けた。

なお、日米フィルム問題においては、米国は、

年 月に日本政府の パネルに対する主張を「約束

（コミットメント）」とみなし、日本政府がこれを遵

守するかを監視する旨を発表した。これに基づいて、

米国政府は同年 月に第 回、 年 月に第 回モ

ニタリングレポートを発表しているが、その後レポー

トの発表はない。日本政府のパネルに対する主張は、

過去及び現在の事実関係及びその法的評価の主張であ

る。米国政府がこれを将来の政府措置についての国際

的な「約束」と性格付けることは適切ではない。

（３） ―バナナ問題（ ）

バナナ問題（ ）については、 年版不公正

貿易報告書 頁参照。

（４）米国通商法 条（ ）

第Ⅰ部第 章「一方的措置・域外適用（ ） 年

通商法 条及び関連規定 ＜国際ルール上の問題点

＞」を参照。

第 部 協定と主要ケース

方的措置・域外適用（ ） 年通商法 条及び関

連規定 ＜国際ルール上の問題点＞」を参照）。米国

による措置の正当化根拠は、当該紛争が 枠外であ

って 協定の一方的措置の禁止の対象でないとする

点従来の態度と共通しているが、近年の特徴として、

従来ほとんど 体制において問題となってこなかっ

た安全保障例外（ 第 条等）を正面から主張し

ている点があげられる（詳細はコラム参照）。

この最近の傾向には多様な要因があり、トランプ政

権担当者の政治志向に帰せられるほか、一方的措置を

容認する米国の通商政策の歴史的傾向（前述）が、経

済情勢の変動により再燃したとみることもできる。ま

た、米国の措置の対象を見れば、中国をはじめとする

一部途上国の産業政策（透明性を欠いた補助金（コラ

ム参照）や内外差別的な知財法制（第 章第 部参照））

と、それにより生じる貿易歪曲効果が問題の根源とも

いえる。また、かかる問題を迅速に解決しえない

ルールの問題点や、紛争解決手続の手続遅延・機能不

全（第 章参照）も、米国を一方的措置に走らせる一

因といえる。

とはいえ、かかる状況であるからこそ、我々は再度、

歴史の教訓、例えば、 年代の報復関税の競争的な

引上げによってもたらされた貿易の大幅な縮小と世界

経済の停滞を想起すべきであろう。一方的措置の問題

点を再確認し、国際ルールに基づく自由貿易体制を擁

護するための長期的な視点に立ち返らなければならな

い。

２．主要ケース

（１）日米自動車問題（ ）

の下で加盟国に対する 条手続発動を扱う最

初の事例となったものに、日米自動車問題がある。日

本の自動車補修部品市場の規制に関して、米国政府は

年 月 日に 条に基づき調査を行い、

年 月 日には制裁措置の対象となる行為が存在す

るとして「クロ決定」を行った。この決定を受けて米

国政府は日本製高級車に対する ％関税の賦課とい

う一方的措置を提示するに至ったため、日本政府は直

ちに米国政府に対して 第 条協議を要請した。

本協議において、我が国は米国による日本製高級車

種のみを対象とした報復的な関税賦課について、最恵

国待遇（ 第 条）、関税譲許違反（ 第 条）

及び一般的数量制限の禁止への違反（ 第 条）

等を主張するとともに、本件措置が 加盟国による

一方的な対抗措置の発動を禁じた 第 条に違反

する旨主張した。 第 条は、 協定でカバーさ

れる紛争について、 における解決を図らず 条

のような一方的措置で解決しようとすることを禁じて

いるため、本件について米国が、当該 条に基づく

「クロ決定」はあくまで 条手続の中で「不合理か

つ差別的」と国内法上の要件を認定したのであって、

「 協定違反である」と判断した訳ではないから両

者は概念的に異なり、 との整合性は問題とならな

い旨主張する懸念があった。しかし、上記のような論

法を認めれば、一方的措置を発動する国が明示的に

「 協定違反」を理由としない限り、 第 条違

反は生じないこととなってしまい、不合理である。ま

た、本件においては米国政府自身が 事務局長に対

日 申立てを予告した 年 月 日付け書簡の

中で、「（日本の）過剰で複雑な規制が大半の整備業

務を国内部品メーカーと密接に結びついた指定整備工

場に向かわせている」と述べた上、 ・ 協定（第

条第 項、第 条第 項）の文言をそのまま用いて

当該規制は「不必要な障害を国際貿易に生じさせるも

の」と述べていたことから、米国が、日本の自動車補

修部品市場の規制は 協定でカバーされる問題と認

識していたことは明らかであった。いずれにしても、

一方的措置の対象となった問題が 協定でカバーさ

れる紛争に当たるか否かは、最終的に当事国ではなく

パネル等の判断に委ねられるべきであろう。

本件は最終的には における協議とは別に行われ

た二国間協議によって決着が図られたが、紛争が

に付託され、国際社会の監視の下で協議されたことは、

貿易戦争を回避しつつ国際ルール整合的な決着を図る

上で大きな効果があったと言えよう。特に、本件につ

いて討議した 年 月の 紛争解決機関（ ）

会合においては、米国が一方的な関税引上げを予告し

たことについて、延べ か国近い加盟国から例外な

く批判が寄せられ、 紛争解決手続を用いるよう一

致した意見が寄せられた。このような多国間会合にお
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的な「約束」と性格付けることは適切ではない。

（３） ―バナナ問題（ ）

バナナ問題（ ）については、 年版不公正

貿易報告書 頁参照。

（４）米国通商法 条（ ）

第Ⅰ部第 章「一方的措置・域外適用（ ） 年

通商法 条及び関連規定 ＜国際ルール上の問題点

＞」を参照。

第 部 協定と主要ケース

方的措置・域外適用（ ） 年通商法 条及び関

連規定 ＜国際ルール上の問題点＞」を参照）。米国

による措置の正当化根拠は、当該紛争が 枠外であ

って 協定の一方的措置の禁止の対象でないとする

点従来の態度と共通しているが、近年の特徴として、

従来ほとんど 体制において問題となってこなかっ

た安全保障例外（ 第 条等）を正面から主張し

ている点があげられる（詳細はコラム参照）。

この最近の傾向には多様な要因があり、トランプ政

権担当者の政治志向に帰せられるほか、一方的措置を

容認する米国の通商政策の歴史的傾向（前述）が、経

済情勢の変動により再燃したとみることもできる。ま

た、米国の措置の対象を見れば、中国をはじめとする

一部途上国の産業政策（透明性を欠いた補助金（コラ

ム参照）や内外差別的な知財法制（第 章第 部参照））

と、それにより生じる貿易歪曲効果が問題の根源とも

いえる。また、かかる問題を迅速に解決しえない

ルールの問題点や、紛争解決手続の手続遅延・機能不

全（第 章参照）も、米国を一方的措置に走らせる一

因といえる。

とはいえ、かかる状況であるからこそ、我々は再度、

歴史の教訓、例えば、 年代の報復関税の競争的な

引上げによってもたらされた貿易の大幅な縮小と世界

経済の停滞を想起すべきであろう。一方的措置の問題

点を再確認し、国際ルールに基づく自由貿易体制を擁

護するための長期的な視点に立ち返らなければならな

い。

２．主要ケース

（１）日米自動車問題（ ）

の下で加盟国に対する 条手続発動を扱う最

初の事例となったものに、日米自動車問題がある。日

本の自動車補修部品市場の規制に関して、米国政府は

年 月 日に 条に基づき調査を行い、

年 月 日には制裁措置の対象となる行為が存在す

るとして「クロ決定」を行った。この決定を受けて米

国政府は日本製高級車に対する ％関税の賦課とい

う一方的措置を提示するに至ったため、日本政府は直

ちに米国政府に対して 第 条協議を要請した。

本協議において、我が国は米国による日本製高級車

種のみを対象とした報復的な関税賦課について、最恵

国待遇（ 第 条）、関税譲許違反（ 第 条）

及び一般的数量制限の禁止への違反（ 第 条）

等を主張するとともに、本件措置が 加盟国による

一方的な対抗措置の発動を禁じた 第 条に違反

する旨主張した。 第 条は、 協定でカバーさ

れる紛争について、 における解決を図らず 条

のような一方的措置で解決しようとすることを禁じて

いるため、本件について米国が、当該 条に基づく

「クロ決定」はあくまで 条手続の中で「不合理か

つ差別的」と国内法上の要件を認定したのであって、

「 協定違反である」と判断した訳ではないから両

者は概念的に異なり、 との整合性は問題とならな

い旨主張する懸念があった。しかし、上記のような論

法を認めれば、一方的措置を発動する国が明示的に

「 協定違反」を理由としない限り、 第 条違

反は生じないこととなってしまい、不合理である。ま

た、本件においては米国政府自身が 事務局長に対

日 申立てを予告した 年 月 日付け書簡の

中で、「（日本の）過剰で複雑な規制が大半の整備業

務を国内部品メーカーと密接に結びついた指定整備工

場に向かわせている」と述べた上、 ・ 協定（第

条第 項、第 条第 項）の文言をそのまま用いて

当該規制は「不必要な障害を国際貿易に生じさせるも

の」と述べていたことから、米国が、日本の自動車補

修部品市場の規制は 協定でカバーされる問題と認

識していたことは明らかであった。いずれにしても、

一方的措置の対象となった問題が 協定でカバーさ

れる紛争に当たるか否かは、最終的に当事国ではなく

パネル等の判断に委ねられるべきであろう。

本件は最終的には における協議とは別に行われ

た二国間協議によって決着が図られたが、紛争が

に付託され、国際社会の監視の下で協議されたことは、

貿易戦争を回避しつつ国際ルール整合的な決着を図る

上で大きな効果があったと言えよう。特に、本件につ

いて討議した 年 月の 紛争解決機関（ ）

会合においては、米国が一方的な関税引上げを予告し

たことについて、延べ か国近い加盟国から例外な

く批判が寄せられ、 紛争解決手続を用いるよう一

致した意見が寄せられた。このような多国間会合にお
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